








要約:愛知県の先天性代謝異常等検査実施要領に基づく先天性代謝異常等の検査事業に県

衛生部保健予防課の協力を得て、先天性銅代謝異常症(ウイルソン病)調査研究要領を作成

しウイルソン病の新生児マススクリーニングを試験的に開始した。県下の協力医療機関で

採血された濾紙血のうち保護者の同意の得られた分を検査機関である事業団よりもらい受

け、名古屋市立大学小児科でセルロプラスミンを測定した。検討期間は、平成 6 年 12 月

2日より 7年6月 30日までの間で保護者に検査協力の同意が得られた2999例に実施した。

協力医療機関は、名古屋市を除く県下の国公立の医療機関で産婦人科/NICU を有している

施設とした。採血後1週から 3週以内に ELISA 法にてセルロプラスミンを測定しセルロプ

ラスミン 5mg/dl 未満を再検とした。結果は、セルロプラスミンの平均は 14.4±3.7mg/dl

であった。5mg/dl 未満は、5 検体で同一検体の再検で 4 例は 5mg/dl 以上であり、一例は

一ヶ月後の再検で 5mg/dl 以上となった。今回の検討に当たり　(1)保護者の同意を得るシ

ステム作りは煩雑であること、 (2)新生児期のスクリーニングの妥当性、  (3)発症が幼

児期以後のため再検・追跡が困難になりやすいなどの点が問題と思われた。


